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鳥インフルエンザ緊急総合対策（概要）

平成１６年３月１６日

鳥 対策に関する関係閣僚による会合ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

鳥インフルエンザの問題は、まん延防止等の家畜衛生上の問題のみならず、食の

安全・安心の確保や人への感染防止等の国民の健康確保といった国民生活の身近な

問題とも関連する課題であり、関係する府省庁が緊密な連携をとって対応措置を講

じてきた。

今後、これらの措置を引き続き推進するとともに、関連する法制度の整備等も含

めた総合的な対策を早急に講じていくこととし、鳥インフルエンザ緊急総合対策と

して、当面、以下のとおりの対策を講ずる。

また、対応の進捗状況を速やかに点検するとともに、本問題に係る事態の推移に

応じて、関係府省庁及び関係自治体の緊密な連携の下、必要に応じ、適切な措置を

検討・実施していく。

１．まん延防止対策の徹底

（１）発生防止のための措置

① 養鶏業者がこの取組を厳格に行うとともに、学校・家庭を含めて家きんを

飼養している者に対して野鳥との接触を避けるよう、引き続き周知徹底

② 野鳥・ネズミ等の侵入を防止できるウインドレス鶏舎等の整備

③ 引き続き発生国からの家きん・家きん肉の輸入停止措置の的確な実施と帰

国する人に対する靴底消毒への協力要請

（２）早期発見・早期通報のための措置

① 千羽以上の養鶏農家に対する法に基づく報告を求める措置の適切な運用

② 千羽未満の養鶏農家、ペットとしての飼養者等に対して早期通報の必要性

の徹底と死亡した野鳥の取扱いに関する注意事項について、引き続きその周

知徹底を図る

③ 食鳥検査の際の異状のない養鶏場から出荷された鶏である旨の確認を行っ

てきたところであり、引き続きそのことを徹底

④ 今後、食鳥検査において疑いのある鶏に対して簡易検査キットを用いたス

クリーニング検査を試行

⑤ 死亡し、又は捕獲調査の対象となったカラス等について、既にサンプルを

選んで検査を実施することとしたところであり、今後その結果を踏まえて適

切に対応

（３）発生した場合の防疫措置

① 日頃から、地方自治体内、地方自治体間、国と地方自治体、関係府省庁間

の連絡・協調体制を構築し、発生した場合を想定して準備
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② 移動制限について、その実効がより確保されるよう、移動制限期間の短縮

などを内容とする防疫マニュアルの改訂を行ったところであり、今後その趣

旨を徹底し、発生した場合について適切に対応

③ 移動制限区域内の鶏卵等についての処理の円滑な推進

④ トラック事業者に対して引き続き移動制限区域の範囲・制限内容等の周知

徹底等

⑤ 警察官等による現場周辺での警戒活動と消毒ポイント等での交通整理を実

施してきたところであり、今後とも適切な措置

（４）鳥インフルエンザ・ワクチンの今後の取扱い

① 食品安全委員会において鳥インフルエンザ・ワクチンの接種に係る鶏肉・

鶏卵等の安全性評価の方向性を明確化（３月中）

② 薬事法に基づくワクチンの製造・輸入承認について、ワクチン接種実験の

実施、ワクチン開発への協力や承認手続の迅速化

（５）感染経路の解明

① 関係省庁の連携の下に野鳥の生息調査や捕獲による検体の採取とウイルス

の検査、病原性の解析等

② 今後、国際的な連携強化を含む調査研究の充実を検討

③ 農林水産省に専門家による「感染経路究明チーム」を直ちに設置

２．国民の食に対する不安を払拭するための措置

① 鶏肉・鶏卵の安全性も含め、鳥インフルエンザに関する国民への正しい知

識の普及を図るために作成した資料（ 国民の皆様へ（鳥インフルエンザにつ「

いて ）の内容の周知）」

② 食品安全委員会における科学的議論も踏まえ、政府広報、ホームページ、

講演会等の多様な媒体・手法を用いて情報発信

③ 学校給食の現場において無用の混乱が生じることのないよう、引き続き、

指導等を徹底

３．人への感染防止、国民の健康確保のための措置

（１）鳥インフルエンザについての正しい知識の啓発

人への感染の可能性について国民に不安があることから、これを払拭するた

めの国民向けの資料（ 国民の皆様へ（鳥インフルエンザについて ）を活用し「 ）」

た更なる正しい知識の啓発

（２）鳥インフルエンザウイルスの鳥から人への感染防止対策

① 防疫従事者に対する感染防御や健康状態の確認と速やかに治療できる体制

を既に整えたところであり、今後ともこれらの措置を徹底
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② 今後、鳥インフルエンザにかかったと疑われる者を早期に発見し、治療を

行うための監視体制の強化

（３）新型インフルエンザに対する国民の健康確保対策

① 万一海外又は国内において、新型インフルエンザウイルスの発生が確認さ

れた場合には、感染力や重篤度を考慮しながら、指定感染症への速やかな指

定について検討

② 鳥インフルエンザの治療として有効とされている抗インフルエンザウイル

ス薬の備蓄について検討

③ 哺乳類に対する病原性の解析及び人用ワクチンの候補株の開発・特許問題

の解消等新型インフルエンザ対策に資する研究開発の推進・充実

４．早期通報促進と被害拡大防止のための法制度の整備

通報義務違反に対するペナルティの強化、移動制限命令に協力した養鶏農家に

対する助成措置の制度化等を内容とする家畜伝染病予防法の改正案を速やかに作

成し、今通常国会に提出

なお、山口県で発生した事例に対しては、臨時緊急的に措置されたが、他の発

生事例についても、助成措置が法制度化されるまでの間も、国によるまん延防止

のための緊急助成措置を確実に実施（経費の一部について１５年度予備費（高病

原性鳥インフルエンザまん延防止緊急対策事業）により対応）

５．養鶏事業者・関連事業者対策

① 影響を受けた農家の経営継続を支援するための融資制度について、今後、

償還期間の延長、移動制限区域外の農家への適用等の改善措置

② 中小企業者を対象とした、特別相談窓口、セーフティネット貸付の適切な

運用

③ 中小企業、中堅外食事業者に対するセーフティネット保証等の債務保証対

策について、今後、影響調査を踏まえ適切に対応

６．地方自治体に対する対応

① 今後とも、発生した場合における専門家の現地派遣等最大限の支援、消毒

作業や埋却・焼却に必要な場所・施設等の確保、従事する人の安全確保

② 今後とも、京都の例のように、被害が大規模であるなど、緊急に対応する

必要があり、地方自治体による対応が困難である等止むを得ないと認められ

る場合には、地方自治体からの求めに応じ、自衛隊の部隊等により支援

③ 今後とも、地方自治体の家畜伝染病予防法に基づく防疫措置に係る財政負

担について、当該地方自治体の財政運営に支障を生じないよう適切に対応

なお、今年度については、既に多額の財政支出を余儀なくされていること

から特別交付税により暫定的に財政支援
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鳥インフルエンザ緊急総合対策について

平成１６年３月１６日

鳥 対策に関する関係閣僚による会合ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

近年 アジア 欧州 北米の各地域に流行している高病原性鳥インフルエンザ 以、 、 、 （

下「鳥インフルエンザ」という ）については、今年の１月以降、国内の鶏等にも数。

例発生している。

この問題は、まん延防止等の家畜衛生上の問題のみならず、食の安全・安心の確

保や人への感染防止等の国民の健康確保といった国民生活の身近な問題とも関連す

る課題であり、関係する府省庁が緊密な連携をとって対応措置を講じてきた。

今後、これらの措置を引き続き推進するとともに、関連する法制度の整備、予算

措置を含め、影響を受けた関係者・関係機関に対する措置、試験研究の充実等も含

めた総合的な対策を早急に講じていくこととしている。

こうした考え方に立って、政府は関係閣僚による会合において、鳥インフルエン

ザ緊急総合対策として、当面、以下のとおりの対策を講ずることとした。

今後、この対策に従い、関係府省庁間のより一層の連携の下に、鳥インフルエン

ザを早急に封じ込めて感染防止を図るとともに、食に対する不安の払拭、人への感

染の防止と国民の健康確保、関連する事業者と自治体等への対策等を確実に推進す

ることとする。

また、対応の進捗状況を速やかに点検するとともに、本問題に係る事態の推移に

応じて、関係府省庁及び関係自治体の緊密な連携の下、必要に応じ、適切な措置を

検討・実施していく。

１．まん延防止対策の徹底

鳥インフルエンザは、鳥から鳥に感染する感染症であるが、生きた鳥との濃密

な接触等により人に感染することもあり、また、ウイルスが変異し人から人に強

い感染力を有する新型インフルエンザウイルスとなる可能性もある。

従って、鳥インフルエンザのまん延防止は、鶏肉・鶏卵の安全・安心な供給に

、 、とって重要であるばかりでなく 人の感染症の予防のためにも極めて重要であり

関係府省庁が緊密に連携し、全力で取り組んできた。

（１）発生防止のための措置
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これまでの発生事例の感染経路は解明されていないが、ウイルスを持ってい

る可能性のある野鳥・ネズミ等の侵入防止、鶏舎等への出入りに際しての消毒

の徹底が何よりも重要であることから、次の発生防止措置を講じていく。

① 養鶏業者がこの取組を厳格に行うとともに、学校・家庭を含めて家きんを

飼養している者は、野鳥との接触を避けるよう、引き続き周知徹底を図る。

② 養鶏業者に対しては、野鳥・ネズミ等の侵入を防止できるウインドレス鶏

舎等の整備を推進するため、補助事業、リース事業等を活用した支援措置を

講じる。

③ 海外からのウイルスの侵入を防止するため、引き続き鳥インフルエンザ発

生国からの家きん・家きん肉の輸入停止措置を的確に実施するとともに、発

生国から帰国する人に対して靴底消毒への協力を求める。

（２）早期発見・早期通報のための措置

鳥インフルエンザが発生した場合には、早期発見・早期通報により、防疫マ

ニュアルに基づく防疫措置を迅速、的確に講ずることが最も重要であることか

ら、次の措置を講じていく。

① 既に家畜伝染病予防法第５２条に基づき、千羽以上の養鶏農家に対して、

感染が疑わしい事例を直ちに報告すること及び死亡羽数等を定期的に報告す

ることを求めることとしたが、今後ともこの措置の適切な運用を図る。

② 千羽未満の養鶏農家、ペットとしての飼養者等に対して早期通報の必要性

、 、 、 、を徹底するとともに ３月９日に食品安全委員会 厚生労働省 農林水産省

環境省の４府省連名で取りまとめ、公表した「国民の皆様へ（鳥インフルエ

ンザについて 」に記載されている死亡した野鳥の取扱いに関する注意事項に）

ついて、引き続きその周知徹底を図る。

③ 食鳥処理場において、都道府県等が行う食鳥検査の際、異状のない養鶏場

から出荷された鶏である旨の確認を行ってきたところであり、引き続きその

ことを徹底する。

④ 今後、食鳥検査において高率の死亡や呼吸器症状などを呈する鳥インフル
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エンザに感染している疑いがある鶏に対し、簡易検査キットを用いたスクリ

ーニング検査を試行するとともに、国立感染症研究所において確認検査を行

う。

⑤ 死亡し、又は捕獲調査の対象となったカラス等について、既にサンプルを

選んで検査を実施することとしたところであり、今後その結果を踏まえて適

切に対応する。

（３）発生した場合の防疫措置

発生した場合は、発生農場における殺処分と焼却又は埋却、周辺地域におけ

る移動制限と清浄性確認を迅速・的確に進めることが何よりも重要である。こ

れまでも、防疫マニュアルに基づき、地方自治体によって対応が行われている

ところであり、今後とも適切な措置を講じていく。

① 発生の疑いが確認された場合、関係する機関において、連携を密にした対

応体制が迅速に整備されるよう、日頃から、地方自治体内、地方自治体間、

国と地方自治体、関係府省庁間の連絡・協調体制を構築し、発生した場合を

想定した準備を行っておく。

② 移動制限については、その実効がより確保されるよう、防疫上の安全性が

確保されることを前提として、移動制限期間の短縮や保管・加熱処理等のた

めの家きん卵の移動、十分に発酵処理された鶏糞の移動を認めること等を内

容とする防疫マニュアルの改訂を行ったところであり、今後その趣旨を徹底

し、発生した場合の対応について、実効がより確保されるよう適切な対応を

行う。

③ 移動制限区域内の鶏卵等について、伝染病のまん延防止の観点から問題な

いと判断されたものの処理が円滑に進むよう、引き続き、各都道府県に対し

必要な指導を行う。

④ トラック事業者に対して、引き続き、移動制限区域の範囲・制限内容等の

、 。周知徹底を図るとともに 関係車両の消毒・清掃の励行等必要な指導を行う

⑤ これまで発生が確認された地域においては、家畜防疫等の関係機関と連携

しつつ、警察官等による現場周辺での警戒活動や、自治体が設置した消毒ポ

イント等での交通整理を実施してきたところであり、今後とも発生地域の実
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情に応じ、適切な措置を講ずる。

（４）鳥インフルエンザ・ワクチンの今後の取扱い

食品安全委員会において、鳥インフルエンザ・ワクチンの接種に係る鶏肉・

鶏卵等の食品としての安全性評価について、３月中に方向性を明確にする。

また、薬事法に基づくワクチンの製造・輸入承認については、実験施設内に

おけるワクチン接種実験の実施、ワクチン開発への協力や承認手続の迅速化を

行う。

（５）感染経路の解明

より効果的なまん延防止対策の検討に資するため、感染経路について野鳥の

関与も可能性の一つとして指摘されていることから、既に、科学技術振興調整

費による緊急調査研究等による対応を開始しているところであるが、今後その

枠組みの中で、関係省庁の連携の下に野鳥の生息調査や捕獲による検体の採取

を進めつつ、ウイルスの検査、病原性の解析等を行う。また、この問題が世界

的に発生している事案であることにかんがみ、今後、国際的な連携強化を含む

調査研究の充実を検討する。

また、農林水産省に専門家による「感染経路究明チーム」を直ちに設置し、

これまでの発生事例について感染経路の究明を早急に進める。

２．国民の食に対する不安を払拭するための措置

鳥インフルエンザについては、これまで鶏肉・鶏卵を食べることによって人に

感染したという事例の報告はない。

、 、 、しかしながら ３例目の発生農場では 通報が行われなかったばかりではなく

鶏が大量死した後も出荷を続けた結果、出荷先の食鳥処理場で他の鶏に感染する

などの問題が生じ、食品として流通したため、発生農場からの鶏肉・鶏卵の安全

性についての不安や混乱を招いた。

こうした食品（鶏肉・鶏卵）に対する不安を払拭するためには、鳥インフルエ

ンザについての科学的な知識や処理・流通の過程で講じられている安全性の確保

のための措置に関し、正確で分かりやすい情報の提供に努め、国民の理解を深め

ていくことが重要である。

こうした観点から、引き続き、以下の措置を講じていく。
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① 鶏肉・鶏卵の食品としての安全性も含め、鳥インフルエンザに関する国民

への正しい知識の普及を図るために作成した国民向けの資料（前述の「国民

の皆様へ（鳥インフルエンザについて ）により、既に都道府県を通じて啓）」

発を依頼しているところであるが、今後、その内容の周知に努める。

② 食品安全委員会における科学的議論も踏まえ、引き続き関係府省庁が連携

して、政府広報、ホームページ、講演会等の多様な媒体・手法を用いて情報

発信に努め、国民の理解の一層の促進を図る。

③ 文部科学省において、関係府省庁と連携しつつ、学校給食の現場において

無用の混乱が生じることのないよう、引き続き、指導等を徹底する。

３．人への感染防止、国民の健康確保のための措置

鳥インフルエンザについては、感染した鳥のフンを吸い込むなど、大量のウイ

ルスが体内に入った場合にごくまれに人に感染することが知られているが、通常

の生活を送る中で感染する可能性は極めて低い。

国民に対する正しい知識の啓発を図るため、既に国民向けの資料をとりまとめ

ているところであり、これの活用を図るとともに、海外において数十例ほど人へ

の感染例が確認されていることを踏まえ、防疫作業に従事する者などに対する感

染防止対策について万全を期すことが極めて重要である。

また、鳥インフルエンザと人インフルエンザに同時にかかった場合には、その

者の体内で人から人への強い感染力を有する新型インフルエンザウイルスが発生

する可能性がある。このような事態を回避し、国民の健康を確保するため最大限

の努力を行うとともに、万一、新型インフルエンザが発生した場合に、その被害

を最小限にとどめるため、新型インフルエンザ対策の充実を図ることが必要であ

る。

こうした観点から、以下の措置を講じていく。

（１）鳥インフルエンザについての正しい知識の啓発

鳥インフルエンザについては、人への感染の可能性について国民に不安がある

ことから、これを払拭するために作成した国民向けの資料（前述の「国民の皆様

へ（鳥インフルエンザについて ）により、既に都道府県を通じて啓発を依頼し）」

ているところであるが、今後、政府広報等の媒体を通じて更なる正しい知識の啓

発を図る。
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（２）鳥インフルエンザウイルスの鳥から人への感染防止対策

① 鳥インフルエンザウイルスと接触しうる作業に従事する防疫従事者に対し

て、感染防御や健康状態の確認を行うとともに、万一、鳥インフルエンザを

、疑う症状が出た場合には速やかに治療できる体制を既に整えたところであり

今後ともこれらの措置を徹底する。

② 防疫従事者以外の者についても、今後、鳥インフルエンザにかかったと疑

われる者を早期に発見し、治療を行うとともに、国内におけるまん延状況を

迅速に把握するため、監視体制の強化を行う。

（３）新型インフルエンザに対する国民の健康確保対策

① 万一海外又は国内において、新型インフルエンザウイルスの発生が確認さ

れた場合には、感染力や重篤度を考慮しながら、指定感染症への速やかな指

定について検討する。

② 鳥インフルエンザの治療として有効とされている抗インフルエンザウイル

ス薬(リン酸オセルタミビル)の備蓄について検討する。

③ 前述の緊急調査研究等により、鳥インフルエンザウイルスの哺乳類に対す

る病原性の解析及び人用ワクチンの候補株の開発・特許問題の解消等新型イ

ンフルエンザ対策に資する研究開発を引き続き推進するとともに、その充実

を図る。

４．早期通報促進と被害拡大防止のための法制度の整備

今後、鳥インフルエンザが発生した場合に、より迅速かつ的確な対応が図ら

れるようにするには、法制度の整備も重要である。

① このため、早期通報を促進するとともに関係農家の協力の下に移動制限措

、 、置をより的確に実施する観点から 通報義務違反に対するペナルティの強化

移動制限命令に協力した養鶏農家に対する助成措置の制度化等を内容とする

家畜伝染病予防法の改正案を速やかに作成し、今通常国会に提出する。
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② なお、山口県で発生した事例に対しては、農畜産業振興機構からの助成が

臨時緊急的に措置されたが、他の発生事例についても、養鶏農家に対する助

成措置が法制度化されるまでの間も、国による緊急助成措置を確実に実施す

ることとし、このための経費の一部について１５年度予備費（高病原性鳥イ

ンフルエンザまん延防止緊急対策事業）により対応する。

５．養鶏事業者・関連事業者対策

今回の鳥インフルエンザの発生では、養鶏農家のみならず、外食事業者や小

売店等にも影響が生じていることから、養鶏事業者、関連事業者の経営対策と

して、次の措置を講じていく。

① 発生農家の経営再開、移動制限等により影響を受けた農家の経営継続を支

援するための融資制度について、今後、償還期間の延長、移動制限区域外の

農家への適用等の改善措置を講ずる。

② 中小企業者を対象として、既に関係機関に特別相談窓口を設置するととも

に、セーフティネット貸付として、運転資金を一般貸付と別枠などで貸し付

けることとしたところであり、その適切な運用を図る。

③ 今後、影響を受けた中小企業や中堅外食事業者に対するセーフティネット

保証等の債務保証対策について、農林水産省で実施する影響調査を踏まえ、

農林水産省、経済産業省が連携をとって、適切に対応する。

６．地方自治体に対する対応

鳥インフルエンザが発生した場合、当該地方自治体は、急遽、感染した大量

の鶏の処分や消毒作業に追われることになることにかんがみ、次のとおりの支

援措置を講じていく。

① 今後とも、鳥インフルエンザが発生した場合において、農林水産省をはじ

、め関係府省庁の連携の下に専門家の現地派遣等最大限の支援を行うとともに

消毒作業や埋却・焼却に必要な場所・施設等の確保及びこれら作業に従事す

る人の安全確保について万全を期する。
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② 今後とも、今回の京都の例のように、被害が大規模であるなど、緊急に対

応する必要があり、地方自治体による対応が困難である等止むを得ないと認

められる場合には、地方自治体からの求めに応じ、自衛隊の部隊等により支

援する。

③ 今後とも、地方自治体の家畜伝染病予防法に基づく防疫措置に係る財政負

担については、当該地方自治体の財政運営に支障を生じないよう適切な対応

を図る。

なお、関係地方自治体においては、既に多額の財政支出を余儀なくされて

おり、今年度については、その財政運営に支障が生じないよう特別交付税に

より暫定的な財政支援を講じる。

参考資料７
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㊢
府 食 ２ ７ ５ 号

健 発 ０ ３ ０ ９ ０ ０ １ 号

食 安 発 ０ ３ ０ ９ ０ ０ １ 号

１ ５ 消 安 第 ６ ８ ７ ３ 号

環自野発第０４０３０９００１号

平 成 １ ６ 年 ３ 月 ９ 日

都道府県知事

保健所設置市長 殿

特別区長

内閣府食品安全委員会事務局長

厚 生 労 働 省 健 康 局 長

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 長

環 境 省 自 然 環 境 局 長

高病原性鳥インフルエンザに関する周知徹底について

高病原性鳥インフルエンザ（以下「本病」という ）に関する周知徹底を図るため、以。

下のとおり留意点を定めたので、貴職におかれては、対策に遺漏なきよう特段の配慮をお

願いする。

また、下記の留意点について、本病に関する国民への正しい知識の普及を図るため、別

紙のとおり国民向けの資料をとりまとめたので、貴職におかれては、住民への広報方お願

いするとともに、本件通知を市町村長あてに通知することにより、市町村における広報に

ついても御配慮いただくよう依頼方よろしくお願いする。

記

１ 鶏肉・卵の安全性について

３例目の発生農場から鶏肉及び鶏卵の一部が食品として流通しており、発生農場の事

業者が自主的に回収しているが、こうした取組が鶏肉や鶏卵の安全性について不安や混

乱を招いていることから、別紙の内容を広報等に掲載すること等により、食品としての

安全性等について周知するものとする。

参考資料７
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２ 本病の人への感染について

本病の人への感染を懸念する声もあることから、別紙の内容を広報等に掲載すること

等により、本病の人への感染に関する正確な情報について周知するものとする。

３ 小規模の家きん飼養者や愛玩鳥飼養者からの早期通報の徹底等について

国内における本病の発生については、飼養者による早期通報が功を奏し、まん延防止

がマニュアルに即して適切に行われるところがある一方で、養鶏業者による通報が行わ

れず、かつ、大量死発生後も鶏卵・鶏の出荷がなされていたことが発覚するなど的確な

対応とは言い難い感染例が確認されたところである。

本病のまん延防止に万全を期すためには、早期に発見し、通報するとともに、関係者

が密接に連携することにより、的確に防疫措置を講じることが重要である。

今般、農林水産省において、１０００羽以上の家きんの飼養者等に対して、家畜伝染

病予防法第５２条に基づき、定期的に報告を求めることとしたところである（平成１６

年３月４日付け１５消安第６８０７号農林水産省消費・安全局長通知）が、小規模の家

きん飼養者及び愛玩鳥飼養者の早期通報等を確保する観点から、以下のとおり周知する

ものとする。

（１）小規模の家きん飼養者及び愛玩鳥の飼養者の早期通報の徹底等について

原因が分からないまま連続して鳥が死亡するなど、本病の可能性を否定できない事

態が生じた場合には、可能な限り早く、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡す

るよう、別紙の内容について広報等への掲載等により周知するものとする。

（２）野鳥が死亡している場合の取扱いについて

野鳥は、本病以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあり、死亡が見られ

、 、 、たからといって 直ちに本病を疑う必要はないものと考えられるが 不安な場合には

市町村、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡すること等について、別紙の内容

について広報等への掲載等により周知するものとする。

また、都道府県においては、死亡した野生のカラスも含めて、持ち込まれた死亡鳥

のうちからサンプルを選んで検査を実施するものとする。
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（別紙）

国民の皆様へ(鳥インフルエンザについて)

平成１６年３月９日

食 品 安 全 委 員 会

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

環 境 省

今年の１月以来、国内の鶏等に鳥インフルエンザが数例発生しております。

国民の皆様には、鳥インフルエンザウイルスの人への感染の可能性や自宅で飼ってい

る鳥が死んでしまった場合の対処方法などについて、正しい知識を身につけていただく

ようお願いいたします。

１．鶏肉、卵の安全性について

３例目の発生農場から鶏肉及び鶏卵の一部が食品として流通しており、発生農場の

事業者が自主的に回収していますが、こうした取組が鶏肉や鶏卵の安全性について不

安や混乱を招いています。

鳥インフルエンザについては、これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に

感染したという事例の報告はありません。

このため、食品衛生の観点からは、鳥インフルエンザ発生農場から出荷された鶏卵

や鶏肉を回収する必要はないものと考えられます。

家畜衛生の観点から、生きた鶏等がウイルスに感染することを防止するために、鶏

肉や卵の回収が必要ですが、その場合における回収を必要とする範囲（生きた鶏等に

接触するリスクが相当ある場合）については、近く、専門家の意見を聴いて明確化す

る予定です。

○ 鶏卵を「生」で食べることが健康を損なうおそれがあるとの報告はこれまで

ありませんが、不安な方は、加熱（ＷＨＯの食中毒防止のための加熱条件：中

心部７０℃、瞬間）することをおすすめします。

○ 鶏肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱又は加熱不十分なままで食べるこ

とは、食中毒予防の観点からおすすめできません。

参考資料７
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２．鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザは、この病気にかかった鶏と接触して、羽や粉末状になったフン

、 、を吸い込んだり その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻からウイルスが入るなど

人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれにかかることがあるこ

とが知られています。

、 、 、また 今年に入ってから 人が鳥インフルエンザにかかったことが確認された例は

世界的にみてもベトナムとタイであわせて３２例(３月５日現在)ありますが、これま

で人から人にうつったことが確認された例はありません。

日本では、この病気にかかった鶏等が徹底的に処分されており、通常の生活で病気

の鳥と接触したり、フンを吸い込むようなことはあまりないことから、鳥インフルエ

ンザに感染する可能性はきわめて低いと考えられます。

なお、厚生労働省では、医療機関が鳥インフルエンザにかかった疑いのある患者を

診察した場合には直ちに報告をしていただくよう体制を整備しています。鳥インフル

エンザに感染したり感染が疑われる鳥と接触した後で、発熱などインフルエンザを疑

う症状が出た場合には、医師にその旨を告げて受診して下さい。

３．飼っている鳥、野鳥が死んでいるのを見つけた場合等について

(１) 鳥を飼っている方の留意点について

国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している

鳥が感染するということはありません。

清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないよ

うにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配す

る必要はありません。

飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応下さいま

すようお願いいたします。

(２) 飼っている鳥が死んでしまった場合について

鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その

原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要

はありません。鳥インフルエンザにかかった鶏は、次々に死んでいくということが

知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうと

いうことがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。

原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合には、その鳥に

素手で触ったり、土に埋めたりせずに、なるべく早く、お近くの獣医師、家畜保健

衛生所又は保健所にご相談下さい。
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(３) 野鳥が死んでいるのを見つけた場合について

野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥

と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこ

ともあります。

また、野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりし

ます。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生

虫が人の体に感染することを防止することが重要です。

野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡

した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分す

ることも可能です。このような場合に直ちに相談していただく必要はないと考えら

れますが、不安な場合には、市町村、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご連絡

下さい。

万一、野鳥が密集して死んでいる場合には、毒物などを食べて死亡したことも疑

われます。この場合には、事件の可能性もありますので、警察、家畜衛生保健所又

は保健所にご連絡下さい。

参考資料７


